
契約番号 2025002306-50  

工 事 名 （都）下中野平井線漁業環境調査等業務委託（７－１） 

 

質問 

1. 技術者単価および燃料単価は数量総括表に記載の令和7年 3月 1日時点の単価を採用され

ていると考えてよろしいでしょうか。                                   

回答 

1. 数量総括表に記載のとおり、令和 7年 3月 1日時点の単価を採用しています。                                        

質問 

2. 調査船 (借上) 運転の「高級船員」の労務単価は数量総括表に記載の令和 7年 3月 1日  

時点の単価を採用されていると考えてよろしいでしょうか。                                 

回答 

2. 数量総括表に記載のとおり、令和 7年 3月 1日時点の単価を採用しています。                                       

質問 

3. 調査船 (借上) 運転の参照すべき積算基準書等に記載されている箇所をご教示いただけ

ますでしょうか。                                  

回答 

3. 令和 6年度港湾請負工事積算基準（委託編・単価表）の調査船（借上）運転１日当り

を参照してください。                                        

質問 

4. 調査船 (借上) 運転を算出するための条件をご教示いただけますでしょうか。                                       

回答 

4. 係数ランク 1、就業時間 8H で計上しています。                                        

質問 

5. 諸経費は対象とする直接測量費に船員の労務単価を含めて算定されているでしょうか。                                        

回答 

5. 諸経費は対象とする直接測量費に船員の労務単価も含めて算定しています。                                        

質問 

6. 調査船の重油（A）ローリー・陸上単価は、岡山県公共工事設計資材単価表の単価を採用

と考えてよろしいでしょうか。またその場合 A重油（陸上）ローリー（硫黄分）0.1％以下と

A 重油（陸上）ローリー（硫黄分）0.5％以下いずれの採用になりますでしょうか。いずれも

違う場合は単価の参照先をご教示ください。                       

回答 

6. 岡山県公共工事設計資材単価表の単価を採用しており、重油（A）ローリー陸上単価の

硫黄分は 0.5%以下です。                                        



質問 

7. 測量業務において、諸経費率は令和６年度積算基準が適用されると考えてよろしいでしょ

うか。                                       

回答 

7. 測量業務においての諸経費率は令和６年度積算基準を適用しています。        

質問 

8. 水質分析において、その単価については（公財）岡山県健康づくり財団の 2024 年度の単

価を採用されていますでしょうか。それとも 2025 年度の単価を採用されていますでしょう

か。                                        

回答 

8. 水質分析において、その単価については（公財）岡山県健康づくり財団の 2024 年度の

単価を採用しています。                                        

 


